
下記の情報は、地域づくり協会に登録されている団体が活用できると考えられる助成制度について、2020年4月6日現在で協会で把握している情報をまとめたものです。
記載されている助成事業のうち、まだ今年度の募集が開始していないものは、昨年度の内容を掲載しておりますので、ご留意ください。
募集内容については順次更新していく予定ですが、最新の情報や制度の詳細については、各事業のお問い合わせ先までご確認いただきますようお願いします。

助成率 限度額

石川地域づ
くり協会

地域づくり団体が研修・相談等の
ために実施する外部講師の招聘

石川地域づくり協会に
登録されている団体

―
講師旅費（県旅費規程
準拠）及び謝金（2万5
千円）

随時 随時 派遣終了後
利用回数は1団体あたり年
1回

石川地域づくり協会
（県地域振興課内）
TEL　076-225-1335
URL
http://www.pref.ishikawa.j
p/shinkou/dukurikyou/03_
coordinator.html

地域づくり団体が研修会の開催
や事業への助言等を受けるため
に実施する外部講師の招聘

10/10
（上限）

15万円
（旅費・謝金それぞれで
上限10万円）

事業実施予
定日の1月
前

随時
原則、事業終
了後1月後

地域づくり団体がクラウドファン
ディングを活用して実施する事業
で、支援総額が目標金額（30万
円以上）を達成したもの

10/10
（上限）

目標金額の25％又は
25万円のいずれか低い
額

支援募集開
始日の1月
前

随時
原則、事業終
了後1月後

子どもたち（小学生、中学生、高
校生）が主として参加し、まち（ま
ちづくり）を知り・考える活動
（参加する子どもたちが10名程度
以上）

以下の要件等を満た
す団体
・活動拠点が県内11市
のいずれかに存在
・規約等を定めて継続
的に活動
・活動主体が県内在住
又は在勤者

10/10

30万円
（ステップアップ部門）
10万円
（チャレンジ部門）

5月11日 6月上旬

活動終了後1ヶ
月以内
（この他、セン
ターで開催する
報告会への参
加が必要）

利用回数は1団体あたり原
則2回

“元気な住民と元気なまち”をつく
りだすための、風土・食・伝統を
テーマとした継続的なまちづくり
活動
（参加する地域住民が10名程度
以上）

以下の要件等を満た
す団体
・活動拠点が県内
・規約等を定めて継続
的に活動
・活動主体が県内在住
又は在勤者

2/3
（学生
部門は
10/10
）

50万円
（ステップアップ部門）
20万円
（チャレンジ部門）
10万円
（学生部門）

5月11日 6月上旬

活動終了後1ヶ
月以内
（この他、セン
ターで開催する
報告会への参
加が必要）

利用回数は1団体あたり原
則2回

・利用回数は1団体あたり
年1回（いずれか一方の
み）
・県内団体の申請は石川
地域づくり協会経由で行う
こと
・地域活性化センターの賛
助会員となるには年会費
3,000円が必要（詳細につ
いては協会事務局までご
相談ください）

石川地域づくり協会
（県地域振興課内）
TEL　076-225-1335
URL
http://www.pref.ishikawa.j
p/shinkou/dukurikyou/ind
ex.html

地域づくり団
体全国協議
会

地域づくり団体活動支援事業

（一財）地域活性化セ
ンターの賛助会員と
なっている団体

問い合わせ先その他要件・留意事項

地域づくり団体が活用できる助成事業一覧（2020.4.6現在）

コーディネーター派遣制度

助成主体
事業報告書
提出期限

決定時期
助成主体

締切

助成額
助成対象事業事業名

地域づくり団体クラウドファンディ
ング活用支援事業

（公財）いしかわまちづくり
技術センター
TEL　076-239-1616
URL
http://www.machisen.jp/

助成対象事業者

いしかわこどもの未来創造まちづ
くり事業

我（和）がまちづくり（いしかわ地
域の魅力創造まちづくり事業）

（公財）いし
かわまちづく
り技術セン
ター
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助成率 限度額
問い合わせ先その他要件・留意事項

地域づくり団体が活用できる助成事業一覧（2020.4.6現在）

助成主体
事業報告書
提出期限

決定時期
助成主体

締切

助成額
助成対象事業事業名 助成対象事業者

（公財）いし
かわまちづく
り技術セン
ター

市町、自治会、住民団体等が主
催する講習会等

・県民を対象に実施さ
れるもの
・県内に活動拠点をお
いているもの
・活動主体が県内在住
又は在勤者であるもの
・自治会、住民団体等
が主催する場合は、市
町長の推薦を得たもの

10/10
(2・3回
目は
5/10)

講師旅費（県旅費規程
準拠）及び謝金（県講
師謝金基準に準ずる）
限度額5万円（1回目）
限度額3万円（2，3回
目）

随時 随時 派遣終了後
利用回数は1団体あたり年
3回（4回目以降は紹介の
み）

（公財）いしかわまちづくり
技術センター
TEL　076-239-1616
URL
http://www.machisen.jp/

（公財）いし
かわまちづく
り技術セン
ター

地域住民団体等で組織する協議
会等

・県民を対象に実施さ
れるもの
・県内に活動拠点をお
いているもの
・活動主体が県内在住
又は在勤者であるもの
・自治会、住民団体等
が主催する場合は、市
町長の推薦を得たもの

10/10
(5回目
以降は
5/10)

○協議会等の出席（ま
ちづくり活動補助）
限度額4万円（1～4回
目）
限度額2万円（5回目以
降）

○協議会等の出席及
び説明資料作成等
限度額8万円（1～4回
目）
限度額4万円（5回目以
降）

随時 随時 派遣終了後 原則3年

（公財）いしかわまちづくり
技術センター
TEL　076-239-1616
URL
http://www.machisen.jp/

県民文化ス
ポーツ部県
民交流課

事業活動及び法人運営等に関す
る課題解決のため、専門家を派
遣する

県内のNPO法人 ―
講師謝金及び旅費（助
成対象事業者の負担
はなし）

随時 随時 派遣終了後
利用回数は1団体あたり原
則2回

県県民交流課
TEL　076-225-1365
URL
http://www.pref.ishikawa.l
g.jp/kenmin/npo/280711u
nei.html

（公財）石川
県県民ボラ
ンティアセン
ター

石川県内の高等教育機関のゼ
ミ・サークル等の団体が行う被災
者支援事業
※その他詳細な要件は交付要綱を参照

石川県内の高等教育
機関のゼミ・サークル
等の団体

―

支援活動等に要する交
通費・宿泊費・外部講
師の謝金（被災地での
活動：上限5万円、被災
地外での活動：上限3万
円）

随時 随時
原則、事業終
了後30日以内

利用回数は1団体あたり年
1回

（公財）石川県県民ボラン
ティアセンター（県県民交
流課内）
TEL　076-225-1365
URL
http://saivolustudy.sub.jp/
?page_id=962

（公財）石川
県県民ボラ
ンティアセン
ター

県内のボランティアグループ等が
主催し、10人以上の参加者が見
込まれる事業
※その他詳細な要件は実施要領を参照

県内のボランティアグ
ループ等

―

外部講師の謝金及び
旅費（県旅費規程準
拠）
上限：5万円

随時 随時 派遣終了後

利用回数は1団体あたり年
1回
（H30年度、R1年度と2年
連続で助成を受けた団体
は対象外）

（公財）石川県県民ボラン
ティアセンター
TEL　076-223-9558
URL
http://www.ishikawa-
npo.jp/volunteer/koushu.h
tm

NPO専門家派遣事業

学生災害ボランティア被災者支
援活動促進助成金

ボランティアに関する講習会等助
成

まちづくり専門家派遣制度
（講師派遣）

まちづくり専門家派遣制度
（協議会等支援派遣）
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助成率 限度額
問い合わせ先その他要件・留意事項

地域づくり団体が活用できる助成事業一覧（2020.4.6現在）

助成主体
事業報告書
提出期限

決定時期
助成主体

締切

助成額
助成対象事業事業名 助成対象事業者

石川県健民
運動推進本
部

・ふるさとの文化や歴史、伝統を
守り伝承するための活動
・郷土の自然を大切にし、安心・
安全で住みよい生活環境をつくる
ための活動
・家族や地域とのつながりを大切
にするための事業

県内に住所又は活動
の本拠を置く地域団体
やNPO法人、又は地域
住民が主体的に参加
する実行委員会等で持
続可能な未来のふるさ
とづくりの推進を目的と
する団体

1/2以
内

10万円 5月29日 6月下旬

事業の完了し
た日又は翌年2
月末のいずれ
か早い日

選考委員による審査を経
て、6件程度採択します。

石川県健民運動推進本部
（県県民交流課内）
TEL 076-225-1365
URL
http://www.pref.ishikawa.j
p/seikatu/kouryu/02-
2miraihurusato.html

里山里海の地域資源を活用した
新商品・サービスの開発、販路開
拓を支援

農林水産事業者、企業
（個人事業者含む）、
NPO等

3/4 200万円（3年以内）

住民自らが地域ぐるみで実施す
るユニークで新しいイベント開催
を支援

里山里海地域に居住
する住民が主体となる
団体等

3/4（1
年目）、
2/3（2・
3年目）

150万円/年（1年目）
100万円/年（2・3年目）

里山里海の未・低利用な地域資
源等の循環・利用を図る取組み
を支援

農林水産事業者、企業
（個人事業者含む）、
NPO等

2/3 150万円（2年以内）

里山里海の食材・食文化を中心
とした多様な滞在メニューの開発
を支援

農林水産事業者、企業
（個人事業者含む）、
NPO等

3/4 100万円（2年以内）

文化創造普
及事業

県全域を対象として文化活動を
行う文化団体が実施する文化活
動事業（新規性のあるものに限
る）

1/2
（一部
2/3）

100万円/年
最大300万円/3年
（一部133万円/年、400
万円/3年となる場合あ
り）

・助成率・助成限度額が引
き上げられるのは「子ども
対象事業」「指導者育成事
業」に該当する場合
・助成金は原則として初年
度に一括交付

（公財）いしかわ県民文化
振興基金
（県文化振興課内）
TEL 076-225-1371
URL
http://www.ishikawabunka
.jp/support/propose.php

地域文化活
性化事業

市町において文化活動を行う文
化団体が実施する文化活動事業
（新規性のあるものに限る）

1/2
（一部
2/3）

50万円/年
最大150万円/3年
（一部66万円/年、200
万円/3年となる場合あ
り）

・助成率・助成限度額が引き
上げられるのは「子ども対象
事業」「指導者育成事業」に
該当する場合
・助成金は年度毎に交付
・応募にあたっては、団体所
在地又は主な活動拠点の市
町からの支援が条件

各市町の担当課
URL
http://bit.ly/35waiOW
（PDFファイル）から確認で
きます

1次審査：書類審査
2次審査：プレゼン審査

次の要件を全て満たす
文化活動団体
(1) 県内に住所または活
動の本拠を置いているこ
と
(2) 規約等を持ち、代表
者が明らかであること
(3) 会計経理が明確であ
ること
(4) 2020年4月1日現在
で、満3年以上の活動実
績があり、事業を完遂で
きる見込みがあること
(5) 実行委員会等、臨時
的に組織される団体の場
合は、その主な構成団体
が上記(1)～(4)の要件を
満たすこと

（公財）いし
かわ県民文
化振興基金

文化活動支援事業
1月14日
（2019年度）

2～3月中

いしかわ里山振興ファンド
いしかわ里
山づくり推進
協議会

いしかわ里山づくり推進協
議会
（県里山振興室内）
TEL　076-225-1631
URL
http://www.pref.ishikawa.l
g.jp/satoyama/fund/index.
html

5月22日 10月 毎事業年度末

未来のふるさとづくり応援事業

毎年度事業完
了後1ヶ月以内



下記の情報は、地域づくり協会に登録されている団体が活用できると考えられる助成制度について、2020年4月6日現在で協会で把握している情報をまとめたものです。
記載されている助成事業のうち、まだ今年度の募集が開始していないものは、昨年度の内容を掲載しておりますので、ご留意ください。
募集内容については順次更新していく予定ですが、最新の情報や制度の詳細については、各事業のお問い合わせ先までご確認いただきますようお願いします。

助成率 限度額
問い合わせ先その他要件・留意事項

地域づくり団体が活用できる助成事業一覧（2020.4.6現在）

助成主体
事業報告書
提出期限

決定時期
助成主体

締切

助成額
助成対象事業事業名 助成対象事業者

中小企業等による産業化資源活
用新商品・新サービスの開発・販
路開拓支援

石川県内に事務所、事業
所、工場等を有する中小企
業者、個人事業主、企業組
合・森林組合・商工組合な
どの各種組合、商工会、社
団・財団法人、など。＊NPO
法人不可

2/3
300万円
※3年以内

小規模企業者による産業化資源
活用新商品・新サービスの開発・
販路開拓支援

従業員数5名以下の中
小企業者、個人事業主

3/4
150万円
※3年以内

東京オリンピック・パラリンピック
を見据えた中小企業等による 産
業化資源活用新商品・新サービ
スの開発・販路開拓支援

石川県内に事務所、事業
所、工場等を有する中小企
業者、個人事業主、企業組
合・森林組合・商工組合な
どの各種組合、商工会、社
団・財団法人、など。＊NPO
法人不可

2/3
400万円
※3年以内

中小企業等による産業化資源活
用新商品・新サービス開発に係
る事前調査支援

石川県内に事務所、事業
所、工場等を有する中小企
業者、個人事業主、企業組
合・森林組合・商工組合な
どの各種組合、商工会、社
団・財団法人、NPO法人な
ど

定額

50万円
（企業・組合等）
100万円
（4者以上のグループ）
※いずれも1年以内

中小企業等による産業化資源活
用商品・サービスの改良・販路拡
大支援

東京オリンピック・パラリンピック
を見据えた中小企業等による産
業化資源活用商品・サービスの
改良・販路拡大支援

生活協同組
合コープい
しかわ

原則として石川県内で実施する、
社会福祉活動、環境保全活動、
国際協力、まちづくり活動等その
他社会貢献活動

ボランティア団体、市民
団体、NPO法人等
（結成3年以内の団体
を優遇、公益財団法人
や社会福祉法人は対
象外）

10/10 20万円
10月31日
（2019年度）

1月
翌翌年度の4月
末

助成金は翌年3月に支払
われ、翌年度中に助成申
請した活動を実施

生活協同組合コープいし
かわ
TEL　076-275-9854
URL
https://www.ishikawa.coo
p/

北陸労働金
庫（北陸ろう
きん）

次に掲げる要件を満たす活動（事業）
(1) 活動（事業）分野が次のいずれかに
該当するものであること
① 特定非営利活動促進法に掲げる活
動であること
② 本制度の目的に沿うと判断される活
動（事業）であること
（2） 自発的・非営利的活動で公共性の
ある活動であること
（3） 北陸3県内での活動であること
（4） 当金庫と共通の目的意識を有し、相
互に協力・協調できるような活動である
こと
（5） 2020年中に実施予定の活動（事業）
に必要な費用であること

NPO法人、任意団体
（NPO団体、ボランティ
ア団体等）
※北陸労働金庫への
助成金受取口座の開
設など複数の要件あ
り。詳細は右記URLよ
りご確認ください。

10/10 30万円
10月31日
（2019年度）

1月中旬 2月下旬以降

応募申請は、1団体1項目
（行事の開催費、備品購
入費、修繕費等いずれか1
項目）に限ります。

北陸労働金庫　経営企画
部
TEL　076-231-2165
URL
http://hokuriku.rokin.or.jp
/csr/npo_subsidy.html

いしかわ中小企業チャレンジ支
援ファンド

（公財）石川
県産業創出
支援機構

6月17日
（2019年度）

※右記連絡
先までお問
い合わせく
ださい。

毎事業年度末

・地域産業資源
（https://www.isico.or.jp/u
ploaded/attachment/1004
641.pdf）、またはそれに準
ずるものを活用した事業で
あること
・助成事業終了後5年間
は、助成事業に関する進
捗状況の報告が必要
・右記URLから各支援事業
の詳細な公募要領の掲載
ページにアクセスできます
のでご確認ください。

（公財）石川県産業創出支
援機構
地域産業支援課
TEL 076-267-5551
URL
https://www.isico.or.jp/sit
e/shinseihin/challengefun
d.html

石川県内に事務所、事
業所、工場等を有する中
小企業者、個人事業主、
企業組合・森林組合・商
工組合などの各種組合、
商工会、社団・財団法
人、NPO法人など

2/3

100万円
（企業・組合等）
200万円
（4者以上のグループ）
※いずれも1年以内

コープいしかわ地域活動助成金

NPO助成金制度



下記の情報は、地域づくり協会に登録されている団体が活用できると考えられる助成制度について、2020年4月6日現在で協会で把握している情報をまとめたものです。
記載されている助成事業のうち、まだ今年度の募集が開始していないものは、昨年度の内容を掲載しておりますので、ご留意ください。
募集内容については順次更新していく予定ですが、最新の情報や制度の詳細については、各事業のお問い合わせ先までご確認いただきますようお願いします。

助成率 限度額
問い合わせ先その他要件・留意事項

地域づくり団体が活用できる助成事業一覧（2020.4.6現在）

助成主体
事業報告書
提出期限

決定時期
助成主体

締切

助成額
助成対象事業事業名 助成対象事業者

こくみん共
済 coop

(1) 自然災害に備え、いのちを守るため
の活動
(2) 地域の自然環境・生態系を守る活動
(3) 温暖化防止活動や循環型社会づくり
活動
(4) 子どもや親子の孤立を防ぎ、地域と
のつながりを生み出す活動
(5) 困難を抱える子ども・親がたすけあ
い、生きる力を育む活動

下記(1)～(3)のすべて
に該当する団体
(1)NPO法人、任意団
体、市民団体
(2)設立1年以上の活動
実績を有する
(3)直近の年間収入が
300万円以下

10/10 30万円
10月10日
（2019年度）

1月下旬 2月頃

2020年1月1日から12月31
日までの間に実施・完了
する事業が対象
助成事業や対象経費など
の詳細については右記
URLからご確認ください

こくみん共済 coop　ブラン
ド戦略部内　地域貢献助
成事業事務局
TEL　03-3299-0161
URL
https://www.zenrosai.coo
p/zenrosai/csr/joseijigyou
.html

しらべる助
成

地域や人々を取り巻く環境や生じ
ている課題を明らかにする「調
査」、およびその結果を踏まえた
「事業戦略の立案」までの【調査
活動】への助成

100万円
9月30日
（2019年度）

3月末
所定の期日ま
でに提出

助成金は翌年4月上旬に
支払われ、翌年度中に助
成申請した調査活動を実
施

そだてる助
成

地域の実態を踏まえ、地域に関
わる多様な人々や組織と共に課
題解決の仕組みづくりや未来の
担い手育成に取り組む【事業】へ
の助成

上限なし
9月30日
（2019年度）

3月末
所定の期日ま
でに提出

助成金は翌年4月上旬か
ら4回に分けて支払われ、
翌年及び翌々年度中に助
成申請した事業を実施

（一社）北陸
地域づくり協
会

以下のテーマについて、地域が
活き活きとするための持続可能
な取り組みで、その効果が直接
的に発現すること が期待できる
事業であり、支援の後は自らが
継続・実施することが可能な組
織・団体等に 助成
＜テーマ＞
①社会資本の維持管理
②防災・減災
③地域振興・ 地域づくり
④持続可能な社会形成

北陸地域に所在し、研
究・活動している大学、
企業、法人、定款また
は規約 等を定めて自
主的な活動を行ってい
る任意団体・グルー
プ、個人、またはこれ
らの共同体

10/10
20～50 万円
完成払
（概算払1/2まで）

1月31日
（2019年度）

3月9日

2021年3月19日
（以後3か年に
ついても、活動
状況の報告が
必要）

｢北陸地域の活性化｣に関
する研究助成事業ではこ
の他、以下の2事業があり
ます
・技術開発支援事業
・技術開発共同研究
詳細は右記URLからご確
認ください

（一社）北陸地域づくり協
会
TEL　025-381-1160
URL
http://www2.hokurikutei.o
r.jp/

（公財）トヨタ
財団

トヨタ財団助成プロ
グラム

10/10

40代までのメンバー1
名以上を含む、プロ
ジェクト実施に必要な
人材や組織で構成され
たチーム（※運営の中
心を担う組織の法人格
の有無や種類は不問）

｢北陸地域の活性化｣に関する研
究助成事業
（地域づくり研究事業）

地域貢献助成事業

（公財）トヨタ財団
TEL　03-3344-1701
URL
https://www.toyotafound.
or.jp/


